
資料 3－5－2  

平成19年9月4日  

薬事・食品衛生審議会   

食品衛生分科会長 吉倉 廣 殿  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会   

農薬・動物用医薬品部会長 大野 泰雄  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

農薬・動物用医薬品部会報告について   

平成19年6月28日厚生労働省発食安第0628004号をもって諮問された、食  

品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づくスピロメシフェ  

ンに係る食品規格（食品中の農薬及び動物用医薬品の残留基準）の設定について、当部  

会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。  
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スピロメシフェン  

1．品目名：スピロメシフェン（spiromesifen）  

2．用途：殺虫剤   

テトロン酸誘導体の殺虫・殺ダニ剤である。作用機構は、脂質の生合成の阻害であ   

る。  

3．化学名：3－－メシチルー2－オキソートオキサスピロ［4，4］ノナー3－エンー4－イル＝3，3－ジメ  

′チルプチラート  

4．構造式及び物性  

分子式  

分子量  

水溶解度  

分配係数  

C23H3004  
370．49  

0．13mg／L（20℃）  

logl。Pow＝4．55（20℃）  

（メーカー提出資料より）  
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5．適用病害虫の範囲及び使用方法  

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

（1）22．9％フロアプル剤  

スピロメシフ  

作物名  適用害虫名  希釈倍数   使用量   
本剤の  ェンを含む  

使用時期   使用回数   使用方法    農薬の総使  

用回数   

トマト  コナジラミ類  4，000倍  100～300L／10a  収穫前日まで  2回以内  散布   2回以内   

（2）30．0％フロアブル剤  

スピロメシフ  
本剤の  

作物名  適用害虫名  希釈倍数   使用量   
ェンを含む  

使用時期  使用回   ．使用方法    農薬の総使  
数  

用回数   

リンゴハダニ  
りんご  2，000倍  200～700L／10a  収穫前日まで  1回   

ナミハダニ  
散布   1回   

おうとう  ハダニ類   2，000倍  200～700L／10a  収穫前日まで   1回   散布   1回   

なし   ハダニ類   2，000倍  200～700L／10a  収穫前日まで   1回   散布   1回   

茶  カンサワハダニ  2，000倍  200～テ00L／10a  摘採7日前まで  1回   散布   1回   

6．農薬の作物残留試験結果   

（1）▼分析の概要   

（》分析対象の化合物  

スピロメシフェン及びその代謝物である4－ヒドロキシー3－メシチルー1－オキサ  

スピロ［4，4］ノナー3－エンー2－オン（以下、「Ml」という。）、4－ヒドロキシー3－（4－  

ヒドロキシメチルー2，6－ジメチルーフェニルト1－オキサースピロ［4，4］ノナー3－エン  

ー2－オン（以下、「M2」という。）及びM2のグルコース抱合体（以下、「M9」  

という。）  

Ml：  
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M2：  

M9：  

？  
G山∝嬉¢  

②分析法の概要  

ス1ピロメシフェン及びMlはアセトニトリル、水及びギ酸の混液で抽出した後、   

月イ、、キサン及び酢酸エチルの混液に転溶する。その上でシリカゲルカラムで精製   

し、ガスクロマトグラフ質量分析計（∝／MS）または高速液体クロマトグラフ質   

量分析計（LC／MS）により定量する。代謝物MlをLC／MSにより分析する際にはシ   

リカゲルカラムによる精製の後イオン交換カラムによる精製を行う。  

定量限界 0．01～0．06ppm  

M2及びM9はアセトニトリル、水及びギ酸の混液で抽出した後、月→へ＼キサン   

及び酢酸エチルの混液で洗浄し、水層を加水分解する。C18で濃縮した後、イオ   

ン交換カラムで精製し、高速液体クロマトグラフ質量分析計（LC／MS）により定  

量する。  

M2及びM9をGC／MSにより分析する場合は、LC／MS法と同様の方法で得られ   

た加水分解溶液をC18で濃縮した後、グラファイトカーボンカラムで精製し、メ   

チル誘導化後、ガイ＼キサン及び酢酸エチルの混液に転溶する。さらにシリカゲル  

ミニカラムで精製し、ガスクロマトグラフ質量分析で定量する。  

定量限界 0．01～0．06ppm  

（2）作物残留試験結果  

（ヨトマト  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、22．9％フロアブル剤の4，000  

倍希釈液を2回散布（250L／10a）したところ、散布後1～7日のスピロメシフェ  

ン及び代謝物の最大残留量注はそれぞれ以下のとおりであった。  

スピロメシフェン：0．08，0．20ppm  
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Ml  ：0．01，く0．01ppm  

M2及びM9：0．02，く0．01ppm  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、22．9％フロアプル剤の1，600  

倍希釈液を2回散布（250L／10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていな  

いが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～7日において以下の  

とおりであった。  

スピロメシフェン：0．12，0．35ppm  

Ml  ：0．01，0．01ppm  

M2及びM9 ：0．04，0．01ppm 

②りんご   

りんご（果実）考用いた作物残留試験（2例）において、30％フロアプル剤の2，000   

倍希釈液を1回散布（500Lまたは 

ピロメシフェン及び代謝物の最大残留量は以下のとおりであった。  

スピロメシフェン：0．84，0．35ppm  

Ml  ：く0．02，く0．02ppm  

M2及びM9 ：く0．02，く0．02ppm  

③なし   

な、し（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、30％フロアブル剤の2，000   

倍希釈液を1回散布（500L／10a）したところ、散布後1～21日のスピロメシフ   

ェン及び代謝物の最大残留量は以下のとおりであった。  

スピロメシフェン：0．54，0．32ppm  

Ml  ：く0．02，く0．02ppm  

M2及びM9 ：く0．02，く0．02ppm  

④おうとう  

おうとう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、30％フロアプル剤の2，000  

散布後1～14日の最大残留量は  倍希釈液を1回散布（500L／10a）・したところ、  

以下のとおりであった。  

スピロメシフェン：2．61，2．64ppm  

Ml  ：0．02，0．02ppm  

M2及びM9 ：く0．02，く0．02ppm   

⑤茶（荒茶）  

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、30％フロアブル剤の2，000倍   

希釈液を1回散布（400L／10a）したところ、散布後7～14日の最大残留量は以  
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下のとおりであった。  

スピロメシフェン：13．6，2．73ppm  

Ml  ：7．88，3．67ppm  

M2及びM9 ：5．73，3．82ppm   

なお、これらの試験結果の概要については、別紙1－1を参照。海外の作物残留試験  

結果の概要は別紙1－2及び1－3を参照。  

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期  

間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、  

それぞれの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

7．乳牛における残留試験  

乳牛10頭（各群3頭）に対し、スピロメシフェンを5，15，50ppmの濃度に含有す  

る飼料を、29日間連続して経口投与した。（1頭は対照として扱い、投与しないもの。）  

投与開始前日、投与開始日及び投与開始後4，8，12，16，18、20、22、   
24、26及び28日目に、各日に2回搾乳し、同一日の試料を混合し、分析試料とし  

てスピロメシフェン含量を測定した。また、29日目の投与後に、筋肉、脂肪、肝臓及  

び腎臓についてスピロメシフェン含量を測定した。その結果は下表のとおりである。  

なお、米国においては畜牛における最大飼料由来負荷注）を4．9ppmとしている。  

注 最大理論的飼料由来負荷（Maximum●TheoreticalDietary Burden：MTDB）  

飼料として用いられる全ての飼料品目に残留基準まで残留していると仮定  

した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる最大量のこと。飼料  

中残留濃度として表示される。  

（参考：Residue Chemistry Test Guidelines OPPTS860．1480Meat／Milk／Poultry／Eggs）  

5ppm 投与群   15ppm投与群   50ppm投与群  

く0．010   く0．010   く0．010  

0．010   ’0．030   0．094  

く0．050   く0．050   0．058  

〈0．050   0．066   0．156  

〈0．005   く0．005   0．008   

ルク  く0．010  

0．027  

表中の値はスピロメシフェン、エノール体をスピロメシフェンとして換算したもの及び4－ヒドロ  

キシ体の構造を有したものをスピロメシフェンとして換算したものの総和として表したものである。  
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8．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平  

成17年8月23日付け厚生労働省発食安第0823003号により、また同法第24条第2項  

の規定に基づき、平成18年7月18日付け厚生労働省発食安第0718017号により、食品  

安全委員会あて意見を求めたスピロメシフェンに係る食品健康影響評価について、以下  

のとおり評価されている。  

無毒性量：2．2mg／kg体重／day  

（動物種）  ラット  

（投与方法） 混餌投与  

（試験め種類） 2世代繁殖試験  

（期間）  2世代  

安全係数：100  

ADI：0．022mg／kg体重／day  

9．諸外国の状況  

コーデックス、米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーラ   

ンドについて調査した結果、米国において、とうもろこし、あぶらな科葉菜類、いち   

ご、乳等に基準値が設定されているが、その他の国、地域については、残留基準は設   

定されていない。  

10．基準値案  

（1）残留の規制対象  

スピロメシフェン及び代謝物Ml   

なお、農産物における米国基準は、規制対象として親化合物スピロメシフェンの他、  

Mlを含めて設定されている。但し、後作物としての小麦、大麦、てんさいにおける  

規制対象としては、スピロメシフェン、Ml、M2及びM2の構造を有した代謝物を  

含めて設定されている。また、畜産物における米国基準は、スピロメシフェン、・Ml、  

Mlの構造を有した代謝物、M2及びM2の構造を有した代謝物を含めて設定されて  

いる。   

我が国においては、①食品安全委員会において、農産物中の暴露評価対象物質とし  

てスピロメシフェン及びMlが設定されていること、②提出されている作物残留試験  

成績によると、M2及びM9の残留か認められるものもあるが、主たる残留物は農産  

物、畜産物ともにスピロメシフェン及びMlであることから、これら2物質のみを規  

制対象化合物とする。  
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（2）基準値案  

別紙2のとおりである。  

（3）暴露評価   

各食品たっいて基準値実の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定さ   

れる量のスピロメシフェンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づ   

き試算される、1日当たり摂取する農薬の量（推定摂取量（EDI））のADIに対   

する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3を参照。   

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全   

くないとの′仮定の下におこなった。  

国民平均   

幼小児（1～6歳）   

妊婦   

高齢者（65歳以上）   

注）作物残留試験成績がある食品についてはEDI試算、それ以外の食品についてはTⅦ）Ⅰ試算   

を行った。．なお、「牛の筋肉」等畜産物については、「牛・豚・その他の陸棲哺乳動物の筋   

肉及び脂肪」等の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗した。また、高齢者にお   

ける畜産物の摂取量は得られていないため、「国民平均」の値を用いた。  

TMDI試算：基準値案×摂取量  

EDI試算：作物残留試験成績の平均値×摂取量  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品   

一般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、   

残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  

11   



（別紙1－1）  
スピロメシフェン作物残留試験こ覧表  

試験  
農作物  

圃場数   

試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法   回数   経過日数  【スピロメシフェン／Ml／M2＋M9】  

トマト   22．9％ 4，000倍希釈   
2回 

圃場A：0．08／0．01／0．02   

（果実）  

2   

フロアプル剤   散布 250L／10a  
土，3，7日  

圃場B：0．20／くb．01／く0．01   

トマト   22．9％   1，600倍希釈   
2回   ム3，7日   

圃場A：0．12／0．01／0，04（♯）   

（果実）  

2  

フロアプル剤   散布 250L／10a  圃場B：0．35／0．01／0．01（＃）   

りんご  30％  2，000倍希釈  
1回   

呈，3，7，14，21日  圃場A：0．84／く0．02／く0．02  

（果実）   

2  

フロアプル剤  散布500L，600L／10a  ム3，7，14，21日  圃場B：0．35／く0．02／く0．02   

なし覚  30％  2，000倍希釈  旦，3，7，14，21日  圃場A：0．54／く0．02／く0．02  

（果実）   

2  

フロアブル剤  散布500L／10a   1回            ム3，7，14，21日  圃場B：0．32／く0．02／く0．02（1【軋3日）   
おうとう  30％  2，000倍希釈  

1回   

ム3，7，14日   圃場A：2．61／0．02／く0．09  

（果実）   

2  

フロアプル剤  散布500L／10a  土，3，7，14日   圃場B：2．64／0．02／く0．02   

茶  30％  2，000借希釈  
1回   

ヱ，14日   圃場A：13．6／7．88／5．73  

（荒茶）   

2  

フロアプル剤  散布．400L／10a  乙14日   開場B：2．73／3．67／3．82   

＃これらの作物残留試験は申請の範囲内で試験が行われていない。  
※印で示した作物については、申請の範囲内で最高の値を示した括弧内に示す条件において得られた値を採用した。  
最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  
なお、食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書「スピロメシフェン」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件における  
残留農薬の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっている。   



（別紙1－2）  

スピロメシフェン海外作物残留試験一覧表   

試験  試験条件  
農作物   圃場  剤型   最大残留量注2）（ppm）      使用量荘1）・使用方法  回数  経過日数   

散布（0．308kg／ha）   28日   圃場A：く0．01  

散布（0．305kg／ha）  28日   圃場8：〈0．01  
散布（0．301kg／ha）  29日   圃場C：く0．01  
散布（0．301kg／ha）  32日   圃場D：く0．01  
散布（0．304kg／ha）  31日   圃場E：〈0．01  
散布（0．307kg／ha）  31日   圃場F：く0．01  
散布（0．301kg／h8）  30日   圃場G：く0．01  
散布（0．304kg／ha）  29日   圃場H：く0．01  

とうもろこし  18   
フロアプル  散布（0．292kg／ha）  

2回  
30日   開場Ⅰ：く0．01   

（穀粒）  散布（0．300kg／ha）  31日   観場J：く0．01  
散布（0．298kg／ha）  30日   圃場K：く0．01  
散布（0．298kg／ha）  30日   圃場L：く0．01  
散布（0．301kg／ha）  31日   圃場M：く0．01  

散布（0．301kg／ha）  30日   圃場N：〈0．01  
散布（0．300kg／ha）  31日   圃場0：く0．01  
散布（0．299kg／ha）  28日   圃場P；〈0．01  
散布（0．302kg／ha）  31日   圃場Q：く0．01  
散布（0．305kg／ha）  29日   圃場R：〈0．01  



試験  試験条件  
農作物  圃場  剤型   使用量注1）・使用方法   回数   経過日数   最大残留量注2）（ppm）  

散布（577kg／ha）   7日   阻場A：く0．01  

散布（553kg／ha）  7日   圃場B：く0．01  

散布（558kg／ha）  8日   圃場C：く0．01  

散布（556kg／ha）  7日   圃場D：く0．01  

散布（564kg／ha）  7日   圃場E：く0．01  

散布（556kg／ha）  7日   圃場F：く0．01  
ばれいしょ   

14   フロアプル  散布（559kg／ha）  2回  
7日   圃場G：く0，01   

（塊茎）  散布（574kg／ha）  7日   圃場H：く0．01  

散布（582kg／ha）  7日   圃場Ⅰ：く0．01  

散布（574kg／ha）  7日   圃場J：く0．01  

散布（567kg／ha）  7日   圃場K：〈0．01  

散布（578kg／ha）  7日   圃場L：く0．01  

散布（560kg／ha）  7日   圃場M：く0．01  

散布（563kg／ha）  7日   圃場N：く0．01   

散布（465kg／ha）   7，14日   圃場A：0．161  

レタス   
散布（453kg／ha）  9，14日   圃場B：え46   

（1ettuce  6   
散布（451kg／ha）  7，14，20，28日  圃場C：1．07  

head）  散布（457kg／ha）  7，12日   圃場D：0．820  

散布（451kg／ha）  7，14日   圃場E：4．65  

フロアプル  散布（460kg／ha）  3回  
6，13自   圃場F：1．41   

散布（458kg／ha）  7，14日   圃場G：0．533  

散布（451kg／ha）  8，14日   圃場H：1．13  
レタス   

6  
散布（458kg／ha）  7，14，21，28日  圃場Ⅰ：2．55   

（1eaves）  散布（466kg／ha）  7，14日   圃場J：9．99  

散布（459kg／ha）  7，13日   圃場K：0．953  

散布（460kg／ha）  7，14日   圃場L：1．73   

散布（457kg／ha）   8，14日   圃場A：0．307  

散布（460kg／ha）  9，14日   圃場B：8．65  

ほうれん草   
6   フロアプル  散布（456kg／ha）  

3回  
6，13日   圃場C：1．88   

（葉）  散布（449kg／ha）  7，14日   圃場D：5．37  

散布（476kg／ha）  7，14日   圃場E：6．81  

散布（464kg／ha）  7，14日   圃場F：2．33   

散布（451kg／ha）   8，14日   圃場A：0．100  

散布（452kg／ha）  7．14日   圃場B：0二713  
ブロッコリー   

6   フロアプル  散布（462kg／ha）  
3回  

8．15日   阻場C：0，246   

（葉）  散布（458kg／ha）  7，14日   圃場D：0．246  

散布（456kg／ha）  9，15日   圃場E：0．017  

散布（445kg／ha）  （5，）10，16，22日  圃場F：0．062   

一
斗
 
 
 



試験  試験条件  

農作物  たヨ＝  剤型   使用量注1）一便用方法   回数   経過日数   最大残留量注2）（ppm）  

散布（466kg／ha）   8，15日   圃場A：0．220  

散布（454・kg／ha）  7，13日   圃場B：0．017  
キャベツ   

6   フロアプル  散布（457kg／ha）  豆回  9，14日   圃場C：0．390   

（菓）  散布（458kg／ha）  7，i4日   圃場D：0．499  

散布（451kg／ha）  6，13，21，28日  圃場E：1．603（3回，13日）  

散布（451kE／ha）  7，14日   圃場F：1．910   

散布（449kg／ha）   6．13日   馳場A：0．69  

散布（451kg／ha）  8，14日   圃場B：1．31  
からし菜   5   フロアブル  散布（448kg／ha）  3回  6，14日   圃場C：2．89  

散布（452kg／ha）  7，14日   圃場D：10．03  

散布（453kg／ha）  8，14，21，28日  圃場E：臥41   

散布（451kg／ha）   7，14日   圃場A：0．0184  
ピーマン   散布（453kg／ha）  7，14日   圃場8：0．0131   

（Bell  5   フロアプル  散布（454kg／ha）  3回  7，14日   圃場C：0．0144   

Pepper）  散布（450kg／ha）  7，14日   圃場D：0．0464  

散布（455kg／ha）  7，14日   圃場E：0．0569   

とうがらし   2   フロアプル   
散布（494kg／ha）   

3回   
7，14日   圃場A：0．0500  

散布（472kg／ha）  7，14日   圃場E：0．0278   

散布（457k写／ha）   7，14日   圃場A：0．1283  

散布（447kg／ha）  7，14日   圃場B：0．0176  

散布（454kg／ha）  7，14日   圃場C：0．0795  

散布（448kg／ha）  7，14日   圃場D：0．2493  

トマト（果実）  10   フロアプル  
散布（462kg／ha）  

3回  
7，14日   圃場E：0．0637  

散布（453kg／ha）  7，14日   圃場F：0．1066  

散布（452kg／ha）  7，14日   圃場G：0．0323  

散布（453kg／ha）  7，14日   圃場H：0．0560  

散布（454kg／ha）  7．14日   圃場Ⅰ：0．0233  

散布（453kg／ha）  7，14日   圃場J：0．0491   

散布（442kg／ha）   7，14日   圃場A：0．024  

散布（449kg／ha）  8，14日   圃場B：0．039  

カンタループ  6   フロアプル  
散布（453kg／ha）  

3回  
7，13日   阻場C：0．023  

散布（459kg／ha）  9，15日   圃場D：0．016  

散布（456kg／ha）  7，14，21，23日  圃場E：0．072  

散布（451kg／ha）  7，13日   開場F：0．030   

一
∽
 
 
 



試験  試験条件  
農作物  Rヨノ＝  剤型   使用量註」＝・使用方法   回数   経過日数   最大残留量注2）（ppm）  

散布（448kg／ha）   7，14日   圃場A：0．028  

散布（456kg／ha）  7，14日   圃場B：0．020  

きゆうり   6   フロアプル  散布（455kg／ha）  
3回  

7，12，19，26日  圃場C：0．032  
散布（459kg／ha）  7，14日   圃場D：0．017  
散布（451kg／ha）  7，14日   圃場E：0．034  
散布（457kg／ha）  7，14日   圃場F：0．030   
散布（451kg／ha）   7，14日   圃場A：0．018  
散布（453kg／ha）  7，11日   圃場B：0．052  

かぼちや   5   フロアプル  散布（454kg／ha）  3回  7，12日   圃場C：0．016  
散布（450kg／ha）  7，14，21，28日  圃場D：0．019  
散布（455kg／ha）  8，14日   圃場E：く0．01   
散布（863kg／ha）   3，7，14，22，28日  圃場A：0．58  
散布（846kg／ha）  3，9，14日   圃場B：0．49  

散布（845kg／ha）  3，7，14日   圃場C：1．64  

いちご   8   フロアプル   散布（843kg／ha）  
3回  

3，7，15日   圃場D：0．82  
散布（846kg／ha）  4，7，12日   圃場E：0．28  
散布（849kg／ha）  3，8，15日   圃場F：1．62  
散布（853kg／ha）  3，7，14日   圃場G：0．52  

散布（853kg／ha）  2，7，13日   圃場H：0．29   

散布（562kg／ha）   28日   圃場A：0．224  

散布（558kg／ha）  28，35，46日   開場B：0．111  

散布（565kg／ha）  30日   圃場C：く0．008  
散布（558kg／ha一）  29日   圃場D：0．019  
散布（578kg／ha）  28日   圃場E：0．012  

綿実   12   フロアプル  散布（569kg／ha）  
2回  

31日   圃場F：0．115  

散布（563kg／ha）  35日   開場G：0．334  

散布（564kg／ha）  30日   圃場H：0．328  

散布（551kg／ha）  32日   鍾場Ⅰ：0．048  

散布（567kg／ha）  30日   臨場J：く0．008  

散布（572kg／ha）  31日   圃場K：く0．008  
散布（562kg／ha）  28日   圃場L：0．459   

注1） 使用量はシーズン当たりの総使用量としての値である。  
注2）最大残留量はスビロメシフェン及び代謝物Mlをスピロメシフェンに換算したものの和として示したものである。   



（別紙1－3）  

後作物としての残留基準設定のためのスピロメシフェン海外作物残留試験成績一覧表  

試験  試験条件  
農作物  圃場  剤型   使用量・使用方位   回数   経過日数   最大残留量注）（ppm）  

2圃場でく0．02  
18圃場でく0．01  

土壌への散布（270～292gai／haで  
小麦   20   フロアプル   3回）の27～39日後に小麦を播種  30日  検出された物質はM2，M9（4－  

ヒドロキシメチル体）のみ。  
検出値は0．0041ppm～  
0．0086ppm   
12圃場でく0．02  

大麦   12   フロアプル   
土壌への散布（258～292gai／haで  

30日  
検出された物質はM2，M9（4－  

3回）の27～31日後に大麦を播種  ヒドロキシメチル体）のみ。  
検出値は0．0041ppm～  
0．0119ppm   

12圃場でく0．02  

てんさい  土壌への散布（270～292gai／haで  

（根部）   

12   フロアプル   3回）の26～34日後にてんさいを植  30日  検出された物質はM2，M9（4－  
え付け  ヒドロキシメチル体）のみ。  

検出値は0．007ppm   

土壌から後作物・輪作作物に有意な移行が認められるため、後作物にも残留基準を設定する目的で試験を実施しているもの。   

注） 最大残留量はスビロメシフェン、Mlをスピロメシフェン含量に換算したもの並びにM2及びM2の構造を有するものをスピ  
ロメシフェン含量に換算したものの総和として示したものである。   



農薬名  スピロメシフェン  （別紙2）  

基準値  作物残留試験成績   
農産物名  案  現行  

PPm   Pロm   
′ト麦  0．01  擦；：笈0．    p3  

大麦  0．01  J＝追  替ぎ．6：   鍍  【詳細は別耗1－3】  

とうもろこし  0．02  軍葦磁  lく0．01（18data）】   

その他の穀類   0．01  

ばれいしょ   0．02  蟹 ・l㍉亡  0．0  米国   【く0．01（14data）】   

さといも類（やつがしらを含む）   
■r＝ 下∵㌻ ■■t・・  【米国ばれいしょを参照】   

かんし上   漕  【米国ばれいしょを参照】   
やまいも（長いもをいう）   ，ノ1ご ′イ1I－－ ．人中  【米国ばれいしょを参照】   
その他のいも類   ㌘   0．02  米国  【米国ばれいし上を参照】   

てんさい   0．01      試  萬  0．03  米国 【詳細は別紙卜3】   

クレソン  
12  

12  
はくさい  2．0  

キャベツ  2．0  
2．0   【0．220，0．017，0．390， 0．499，1．603，1．910】   

芽キャベツ   【米国ブロッコリー、キヤべ   

讃  
ツを参照】   

ケール  、斥■  【米国カラシナを参照】  
こまつな  b 短   

きような   
十  

【米国カラシナを参照】   
チンゲンサイ   【米国カラシナを参照】   

カリフラワー   【米国ブロッコリー、キヤべ   
｝   ツを参照】   

ブロッコリー   敬 ら ‡   【0．100，0．713，0．246， 0．246，0．017，0．062】   
その他のあぶらな科野菜   賢 q  12  米国   【米国カラシナを参照】   

チコリ   12        ざ 12  米国  l米国レタス、ほうれん草を事照】   
エ・ンダイブ   p  【米国レタス、ほうれん草を重刷   
しゆんぎく   ヨ  【米国レタス、ほうれん草を参照】   
レタス（サラダ菜及びちしやを含む）   b  【詳細は別紙ト2に】   

その他のきく科野菜   rri 0  12  米国  t米国レタス、ほうれん草を参照】   

パセリ   12      き掬  12  米国  【米国レタス、ほうれん草を参照】   
その他のせり科野菜   詩由               12  12  米国  l米国レタス、ほうれん革を参照】   

トマト   ご芳rr  
0．45  米国   0．09，0．21（釦／（0．13，0．36）／  

0．7   【詳細は別紙l－2に】   

ピーマン   【0．018，0．013，0．O14，  
妻   撞 葦  0．046，0．057】   

なす   †ざ．ト 鮨  【米国ピーマン、とうがらしを  

、た  参照】   
その他のなす科野菜   、ニi？ l。L   0．45  米国   【0．050，0．028】（とうがらし）   

きゆうり（ガーキンを含む）   0，1  1  轟  0．1  米国   【詳細は別紙ト2に】   
ヽ 

かぼちや（スカッシュを含む）   葺  【米国きゅうり、メロン類果実   
を参照】   

しろうり   
仁．  【米国きゅうり、メロン類果実  を参照】   

すいか   ≠  【米国きゆうり、メロン類果実   
を参照】   

メロン類果実   主  【詳細は別紙1－2に】   

まくわうり   0．1  ヨ  【米国きゅうり、メロン類果実  を参照】   
その他のうり科野菜   0．1  0．1  米国  【米国きゅうり、メロン類果実  を照   

参】   

ほうれんそう   12  ip  12  米国   【詳細は別紙卜2に】   

しょうが   0．02  b．d2  0．02  米国   【米国ばれいしょを参照】   

その他の野菜   12   io  12  米国  【米国レタス、ほうれん葦を参照】   

2  申  りんご  0．86，0．37   

日本なし  2  申  0．56（‡），0．34   
西洋なし  2  申  

18   



参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   Ppm  Ppm  ppm   pT）m  

おうとう（チェリーを含む）   5  申  2．63，2．66   

いちご   2．0  1こ皇  2，0  米国   【詳細は別紙卜2に】   

その他の果実   0．45  ‡：＝  0．45  米国  【米国きゆうり、メロン類果実  を参照】   

乳類に属する動物の腎臓   

残留基準値はスビロメシフェン（3－メシチルー2一オキソートオキサスピロ【4，4］ノナー3－エンー4イノk3，3－ジメチルプチラート）及び4－ヒ  
ドロキシー3－メシチルートオキサスピロ［4，4］ノナー3－エンー2－オンの総和をスピロメシフェンとして示す。  

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  

（‡）で示したトマト、日本なし及び茶は作物残留試験成旗のばらつきを考慮し、試験が行われた範囲内で最も大きな残留値を考慮  
した。  

【】で示した結果等については、海外で実施された作物残留試験成績を示した。  

19   



（別紙3）  

スピロメシフェン推定摂取量（単位：〝g／人／day）  

幼小児  
妊婦  

食品群   基準値案  暴露評価 に用いた数  国民平均  国民平均 推定一日  幼小児 （1～6歳）   （1～6歳） 推定一日   妊婦   推定一日   

（ppm）  値（ppm）   TMDI  摂取量 EDI  TMDI  摂取量  TMDl  摂取量  

EDI  
EDI   

001   

001  001  小麦  001    12                                00  
・001  フ 」し  002  01  

001  00  

珂  0．02  001  －            の の  001                                  08    05  
・02  己              02  
■002  03  

002                    ヨ  002  ・002    印     00  のレ  002  ・002    0  00  てんさい   朋川   
・0．01  0－   0．01                  「1浦  レ ン′  12  ・12            12  

ヤへツ   077  20              176  へ   
20・   ・20  0.2: 02  ／  12  ・12  ヤツ              02                      12  12  

■12  
2  

フよ  12                    ン′ こ／’  12  ・12  120  フフワー  20  ・20          02  02  ロツコ ー  20  023    10      94  
の   夏、  12   ・12  24  

・12   ・  ・  121   12  
チコリ  12    12                 エ／ダイブ  12  ・12      2：  1   12  し  12  ・12          228  レ ス  

229  8   147  フ     しやを む  12  
・12  60  の の  12  

ハセリ   12   ・12  I 21 12  

・12  12  の の  12                    トマト  07  015  
172  

0．45   003  ヒーマこ／  

・045  04  15  ま  0．45  の のま  045   0039  0.0: 00  きゆフり（ガーキ／をむ  
0027  03  

己）  01            10        ヽ    ス ッン′ユ 己  01  ・01      6：  06    07  
・0．1   0．0：  0．0：  0．0  0．0：   0．0   0．1  フ  0．1  



幼小児  

暴露評価  
妊婦  

食品群   
基準値案   に用いた数 値（ 妊婦   推定一日   

ppm）   
TMDI  摂取量  

（1～6歳） TMDI  

EDI  
EDt   

・0．1   00  すいか  0．1  
メロン類果実   0．1   0034  0.OI 0.01 0.01 0.01 0.OI 00  

・01  00  00  まくわフり  01  
・01  0.2: 0.2: 01  の のフり、野  01  
422  2088：  734  ほっれんそフ  12  

・002  00  山 ‖   

……‾‾‾‾‾‾‾……  
00  
‾ つ）  002  

・12  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  その他の野菜  12  Yf6打  才・  1464   
1152   ‾t－‾‾‾‾ u  

062  りん」  2  600  712  
日 よし   2   045  24  

・1  01  洋なし  2  
おっとフ（チェリーを含む）  同   265  0.3: 05  

078  01  いち」  2．0  
・0．45  2．7て   0．6  08  その他の果実  0．45  
014  0.1: 0.01 01  05  

1394  1050：  
‾ 茶  30  

・10   10  ∵H‥…‾1‾∂1……t－i一己    ‾t‾‾‾‾‾‾‾‾‾   

「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
古・  10   その他のスパイス（みかんの果皮を除  10    丁   0              の のハ 

487  05  ープ  10  
・005  ・30  陸  乳類の肉類  0．05                     P  

陸  乳類の乳類   0．01   ■0．01   1．4  

計  798．5   434．8   466．7   255．2   716．2   359．8   873．5  

ADI比（％）  68．1   37．1   134．3   73．4   58．5   29．4   73．3  

TMDI：理論最大一日摂取量（TheoreticalMaximumDailyIntake）  
ED【：推定一日摂取量（EstimatedDailylntake）  
個別の作物残留試験成績がなく、基準値（案）の数値を用いたものは（・）を入れた。  
作物残留試験成績がある食品についてはEDl試算、それ以外の食品についてはTMDE試算を行った。なお、「牛の筋肉」等畜産物については、「牛・豚・その他の  
陸棲晴乳動物の筋肉及び脂肪」等の摂取量にその範囲の基準値奏で最も高い値を乗した。また、高齢者における畜産物の摂取量は得られていないため、「国民  
平均」の値を用いた。   
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答申（案）   

スピロメシフェン  

食品名   残留基準値  

ppm   
小 0．01  

大麦  0．01   
とうもろこし   0．02   
その他の穀類（注1）   0．01   
ばれいしよ   0．02   
さといも類（やつがしらを含む）   0二02   

かんしよ   0．02   
やまいも（長いもをいう）   0．02   
その他のいも類（注2）   0．02   
てんさい   0．01   
クレソン   12  

はくさい   
キャベツ   2．0  
芽キャベツ   2．0   
ケール   12  
こまつな   
きような   12  
チンゲンサイ   12   

カリフラワー   2．0   
ブロッコリー   2．0   

その他のあぶらな科野菜（注3）   12   

チコリ   12   

エンダイブ   12   

しゆんぎく   12   

レタス（サラダ菜及びちしやを含む）   12   

その他のきく科野菜（注4）   12   
パセリ   12   
その他のせり科野菜（注5）   12   
トマト   0．7   
ピーマン   0．45   

なす   0．45   
その他のなす科野菜（注6）   0．45   

きゆうり（ガーキンを含む）   0．1   
かぼちや（スカッシュを含む）   0．1   
しろうり   0．1   
すいか   0．1   
メロン類果実   0．1   

まくわうり   0．1   
その他のうり科野菜（注7）   0．1   
ほうれんそう   12   
しようが   0．02   
その他の野菜（注8）   12   
りんご   2   

日本なし   2   

西洋なし   2   

おうとう（チェリ・－を含む）   5   

いちご   2．0   
その他の果実（注9）   0．45   

0．5   
茶   30   
その他のスパイス（注10）   10   

その他のハーブ（注11）   10   
牛の筋肉   0．05   

その他の陸棲哺乳類に属する動物（注12）の筋肉   0．05   

牛の脂肪   0．05   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0．05   

牛の肝臓   0．05   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0．05   

牛の腎臓   0．05   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0．05   
牛の食用部位   0．05   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部位   0．05   

乳   0．01   

残留基準値はスピロメシフェン（3－メシチルー2－オキ  

ソー1－オキサスピロ［4，4］ノナー3－エンー4－イル＝3，3－ジ  
メチルプチラート）及び4－ヒドロキシー3－メシチルー1－  

オキサスピロ【4，4］ノナー3－エンー2－オンの総和をスビ  
ロメシフェンとして示す。  

（注1）「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、  
大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをい  
う。   

（注2）「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれい  
しよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやく  
いも以外のものをいう。   

（注3）「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科  
野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の菓、か  
ぶ類の根、かぶ類の菓、西洋わさび、クレソン、はく  
さい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きよ  
うな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及び  
ハープ以外のものをいう。  

（注4）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のう  
ち、ごぼう、サルシフイー、アーティチ貞一ク、チコ  
リ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハープ以外  
のものをいう。   

（注5）「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のう  
ち、にんじん、バースニップ、パセリ、セロリ、みつ  
ば、スパイス及びハープ以外のものをいう。   

（注6）「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜のう  
ち，トマト，ピーマン及びなす以外のものをいう。   

（注7）「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のう  
ち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果  
実及びまくわうり以外のものをいう。   

（注8）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、て  
んさい、さとうき．び、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆ  
り科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほ  
うれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えん  
どう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイ  
ス及びハープ以外のものをいう。   

（注9）「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ  
類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、び  
わ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、串うとう、  
ペリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パ  
パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マン  
ゴー、パッションフルーツ、なっめやし及びスパイス  
以外のものをいう。  

（注10）「その他のス／マイス」とは、スパイスのうち、  
西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、  
パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果  
皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。   

（注11）「その他のハープ」とは、ハープのうち、クレ  
ソン、にら、パセリの茎、パセリの菓、セロリの茎及  
びセロリの菓以外のものをいう。   

（注12）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、  
陸棲噛乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外の  
ものをいう。   
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スピロメシフェンに係る食品規格・（食品中の農薬の残留基準）の設定に  

対して寄せられたコメントについて  

（1）「食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚生省告示第370号）の一部改   
正（食品中の農薬スピロメシフェンの残留基準設定）」に関する意見の募集に対   

して寄せられたコメント  

1．募集期間  

平成19年8月8日～平成19年9月7日  

2．現在までに寄せられた意見数  

なし  

（2）WTO通報（衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）に基づく通報）   

に対して寄せられたコメント  

1．募集期間  

平成19年8月15日～平成19年10月14日  

2．現在までに寄せられた意見数  

なし  
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